
（11）交通事故時の緊急対応（登下校時）

・安全な登下校ができるように家庭と連携する。

事故発生の連絡を受けた職員は、
　・救助車手配の有無を確認し、無ければ要請
　・警察への事故連絡の有無を確認
　・担任、学部主事、教頭、校長へ連絡

・校長は、状況に応じて複数職員を現場へ派遣
・担任は、保護者へ連絡
・該当学部主事は、事故報告の窓口

現場に到着した職員は、

・負傷者が多数いる場合は、付近の住民に応援要請

現場に到着した職員は、
・救急車に同乗
・同乗できない場合は、別の方法で、搬送先まで同行

現場に到着した職員は、
・消防署に連絡し、搬送先の医療機関を確認

現場に残った職員は、
・状況を学校（該当学部主事）に報告
　被害幼児児童生徒の氏名、負傷状況、搬送先医療機関等
・現場検証に立ち会う

当該学部主事は、状況報告
　教頭・校長　→　担任　→　全職員

担任は、保護者へ状況報告
　被害幼児児童生徒の氏名、負傷状況、搬送先医療機関等

管理職は、
　事故の概要について、教育委員会に第一報を入れる
管理職と当該学部主事、担任は、
　速やかに被害にあった幼児児童生徒を見舞う
保健主事・養護教諭は、
　事故現場にいた幼児児童生徒に、カウンセリング等の心のケアをする
生徒指導主事は、

※休業日の事故については保護者と連携して対応する。
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交通事故発生

本部設置
・校長は、校長室に本部（校長・教頭・事務長・学部主
事・生徒

応急処置

・手分けをして、救急処置・現場にいる他の幼児児童生徒の安全確保

・各クラスで幼児児童生徒の様子に合わせ、HR等で登下校について指導をする。

事後の措置
と対応

　全校集会を開き、事故の概要を説明し、交通安全について再度指導を徹
底する
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状況把握
・学校への連絡

学校
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